
納 期 限
（口座振替日）

固

定

資

産

税

市

県

民

税

軽

自

動

車

税

令和８年度 市税等納期一覧表

国
民
健
康
保
険
税

介

護

保

険

料

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

納付月

4月 4月30日(木)

その他

5月 １期 全期6月 1日(月)

6月 １期6月30日(火)

7月 ２期 １期7月31日(金)

8月 ２期 ２期8月31日(月)

9月 ３期 ３期9月30日(水)

10月 ３期 ４期11月 2日(月)

11月 ４期 ５期11月30日(月)

12月 ６期1月 4日(月)

1月 ４期 ７期2月 1日(月)

２月 ８期3月 1日(月)

3月 3月31日(水)

市民墓地管理料

下水道事業受益
者負担金 １期

下水道事業受益
者負担金 ２期

下水道事業受益
者負担金 ３期

◯市税等の納税（納入）通知書は最初の納付月に送付されます。

◯月末が土日祝日等である場合は翌開庁日が納期限（口座振替日）です。

◯水道料金・下水道使用料は

天童南部・天童中部・天童北部（乱川以外）・田麦野・津山（山元以外）地域、東芳賀三丁目及び

柏木町三丁目の一部においては奇数月末日、その他の地域においては偶数月末日が納期限です。

◯市営住宅使用料、認可保育園保育料・市立保育園副食費は毎月納付です。

◯市民墓地管理料は４月末日が納期限です。

市税等の納付は口座振替で！
納め忘れを防止でき、納付の手間がかかりません。

詳しくは市ホームページをご確認ください

税金☖納税について＃納付方法のご案内

天童市総務部納税課 023-654-1111 内線782～786


